
令和７年度 姫路市特別支援教育支援員認定講習会 

受講生募集 
障害のある子どもに対する日常生活における介助や支援、発達障害のある子どもの学習活動サポートなどの知識

を学ぶカリキュラムです。受講後は認定書を発行いたします。多くの方のご参加をお待ちしております。 

なお、この認定書を取得されますと、令和８年 1 月に行われる姫路市特別支援教育支援員の採用試験を受験して

いただくことも可能です。裏面に参考として、令和７度の特別支援教育支援員の勤務条件を載せています。 

   受講日 令和７年１２月１７日（水） 

        場 所 姫路市立総合教育センター 大会議室 

    時 間 受付 ８：４５～９：００ 講習会 ９：００～１５：３０ 

       受講料 無料            

       対象者 特別支援教育支援業務に興味をお持ちの方 

       持ち物 筆記用具・昼食 （近隣にコンビニ等はあります） 

      ※申し込み受付の通知は行いませんので、申込みいただいたら当日会場にお越しください。 
※受付時間を過ぎると受講できない場合があります。時間に余裕をもってお越しください。 

※駐車場・駐輪場はあります。 

 
 

      ☆カリキュラム☆              ☆募集期間☆ 

・発達障害とは                   令和７年１１月１０日（月）～１１月２０日（木） 

・支援の方法                   （土・日・祝日を除く） 

（学習・コミュニケーション）           ＊受付時間９：００～１７：００ 

・障害の特性       など            ＊郵送の場合は、１１月２７日（水）必着 

               

☆本件に対する問い合せ先☆                 ☆受講申込方法☆ 

姫路市立総合教育センター 育成支援課       申し込み用紙に必要事項を記入し、 

〒６７０－０９３５                姫路市立総合教育センターにご持参 

姫路市北条口３丁目２９番地            いただくか、同センターに郵送して 

電話番号 ０７９－２２４－５８４５        ください。 

＊問い合わせ時間（９：００～１７：００）         
 

                         切り取り  
 

令和７年度姫路市特別支援教育支援員養成講座申込用紙  

ふりがな  

名前 
 

 

住所 
 

 

電話番号 
 

 

（昼休憩 １２：００～１３：００） 



  

 

勤務条件等  （令和７年度版 参考資料）                                                                

■ 身分 

地方公務員法第２２条の２第１項第１号のパートタイムの会計年度任用職員として任用されます。 

■ 任用期間 

令和７年（２０２５年）４月１日～令和８年（2025 年）３月３１日 

採用後１月間は、条件付採用期間となります。採用後１月間の勤務日数が１５日に満たない場合は、条件付採用

期間が延長されることがあります。なお、業務上の必要があり、能力実証の結果が良好であれば、連続４回まで

公募によらず再度任用される可能性があります。再度の任用を行う場合は、勤務場所が変更になることがありま

す。 

■ 勤務場所 

教育委員会が指定する市立幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校又は高等学校 

■ 勤務日 

原則として、学校園の休業日以外の日 

■ 勤務時間 

１週間当たり３０時間勤務（１日６時間勤務で１週５日勤務となります） 

■ 報酬 

時給 １，411 円 （令和７年度実績） 

■ 通勤手当 

規定に基づき支給されます。 

■ 期末手当 

規定に基づき支給されます。 

■ 年次休暇等 

規定に基づき年次休暇等を付与します。 

■ 社会保険等 

共済組合、厚生年金、雇用保険に加入します。 

■ 報酬等支給日 

原則として翌月１５日 

 


